
され、感染再拡大の懸念が強まっております。

　このような現状を鑑みまして、既に感染拡大防止への取り組みとして2月7日（第

 1回審査会）、4月4日（学年別・段別高点試合）、5月9日（第2回審査会及び柔道

指導者形講習会）につきましては、中止との判断をさせて頂きました。

　また、今後7月11日に実施予定の第67回三多摩地区道場対抗試合及び第26回道場

対抗少年の部、並びに三多摩地区柔道高段者大会兼段別年齢別大会につきましては

誠に残念ではございますが感染症再拡大防止のため、今年度も中止やむなしとの判

断をさせて頂きました。 

　関係者の皆様をはじめ、これまで大会の開催に向けてご尽力を賜りました皆様方 

にお詫びを申し上げるとともに、来年度以降も引き続き変わらぬご支援をお願い申

しあげます。  

そして更に３回目となる緊急事態宣言（期間4月25日~5月11日）が４都府県に発令

新型コロナウイルス感染再拡大に伴う大会等の中止について

                 ・第67回三多摩地区道場対抗試合・第26回道場対抗少年の部

　　　　　・三多摩地区柔道高段者大会兼段別年齢別大会

　 拝啓　陽春の候、諸先生方にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。

　 三多摩柔道会事業につきましては、日ごろより格別のご協力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

　さて、新型コロナウイルスの変異株が関西圏で猛威を振るう中、緊急事態宣言に

 準じる「まん延防止等重点措置」が今月5日、12日、25日と11都府県に適 用され、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　   　      会長　青木富雄

　　　　　　　　　　　　　　                        　　　　　　　　 令和３年4月28日

　　　三多摩柔道会
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